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【認知症関係】 

 

○ 若年性認知症利用者受入加算 

 

（問１０１）一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても

対象のままか。 

（答） 

６５歳の誕生日の前々日までは対象である。 

 

（問１０２）担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。

（答） 

若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中

から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 

 

 

○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

 

（問１０３）認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去

三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限

り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。 

・例１：Ａ老健にて３ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーショ

ンを施行した後、Ｂ老健に入所した場合のＢ老健における算

定の可否。 

・例２：Ａ老健にて３ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーショ

ンを施行した後、退所し、Ｂ通所リハビリテーション事業所

の利用を開始した場合のＢ通所リハビリテーション事業所に

おける算定の可否。  

（答）  

例１の場合は算定できない。 

例２の場合は算定可能であるが、Ａ老健とＢ通所リハビリテーション事業所

が同一法人である場合の扱いについては問１０４を参照されたい。 

 

（問１０４）３月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引

き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテー

ションを実施した場合、算定は可能か。  

（答） 

同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。 

 

（問１０５）３月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事
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業所の利用を開始した場合、実施は可能か。  

（答） 

同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養

型医療施設においては前回入所（院）した日から起算して３月、通所リハビ

リテーションにおいては前回退院（所）日又は前回利用開始日から起算して

３月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じ

サービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去３月の間に、

当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる。 

  

（問１０６）一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日

となっているが、本加算制度の起算日を退院（所）日又は利用開始日

とした理由如何。 

（答） 

認知症、特にアルツハイマー病等の変性疾患においては発症時期が明確で

はないことが多く、今回改定において軽度の認知症だけではなく、中等度か

ら重度の認知症も対象に含めたため、起算日を認定日ではなく、利用開始日

とした。 

 

（問１０７）通所開始日が平成２１年４月１日以前の場合の算定対象日如何。

（答）  

平成２１年４月１日以前の通所を開始した日を起算日とした３ヶ月間のう

ち、当該４月１日以降に実施した認知症短期集中リハビリテーションが加算

対象となる。 

例：３月１５日から通所を開始した場合、４月１日から６月１４日までの間

に、本加算制度の要件を満たすリハビリテーションを行った場合に加算

対象となる。 

 

（問１０８）認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認

知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を終了した医

師」の研修とは具体的に何か。 

（答） 

  認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを

目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効

果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要がある。

例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーシ

ョン研修」、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会及

び全国老人デイ・ケア連絡協議会が主催する「認知症短期集中リハビリテー

ション医師研修会」が該当すると考えている。また、認知症診療に習熟し、

かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症医療体制構築を担う医
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師の養成を目的として、都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」

修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。 

 

※ 各リハビリテーション関係サービスの加算に係る実施時間、内容等につい

ては別紙１のとおり整理したところであるので、ご参照されたい。 

 

 

○ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

 

（問１０９）緊急短期入所ネットワーク加算との併算定は可能か。  

（答） 

  緊急短期入所ネットワーク加算は、地域のショートステイ事業者がネット

ワークを組み、空床情報の共有を図るための体制整備に対する評価であり、

認知症行動・心理症状緊急対応加算は受入れの手間に対する評価であること

から併算定は可能である。 

 

（問１１０）入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間

が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所し

た場合には、７日分算定が可能か。 

（答） 

  当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した

日から７日間以内で算定できる。 

 

（問１１１）入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症

状で入所した場合は算定できるか。  

（答）  

  本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するもので

あることから、予定どおりの入所は対象とならない。 

 

 

○認知症専門ケア加算 

 

（問１１２）例えば、平成１８年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本

介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」に

ついては、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。  

（答）  

  本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体

が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、

適当と判断された場合には認められる。 
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（問１１３）認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であ

れば施設長でもかまわないか。  

（答） 

認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症

ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については

問わない。 

  

（問１１４）認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。  

（答）  

  届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算

定する。 

 

（問１１５）認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとある

が、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。  

（答）  

専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認

知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を

満たすためには施設・事業所内での業務を実施する必要があることから、加

算対象施設・事業所の職員であることが必要である。 

なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した

者の勤務する主たる事業所１か所のみである。 

 

（問１１６）認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実

施について」（平成１２年９月５日老発第６２３号）及び「痴呆介護研

修事業の円滑な運営について」（平成１２年１０月２５日老計第４３

号）において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 
（答） 

含むものとする。 
 

 

【認知症対応型共同生活介護】 

 

○ 退居時相談支援加算 

 

（問１１７）退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用

者は対象となるか。 

（答） 

  本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相
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談を行ったことを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービス

を利用している者の相談援助は居宅サービスのケアマネジャー等が行うもの

であるため、当該加算の対象とはならない。 

 

 

○ 夜間ケア加算 

 

（問１１８）加配した夜勤職員は、夜間及び深夜の時間帯を通じて配置しな

ければならないか。また１ユニットの事業所も２ユニットの事業所も

加配するのは常勤換算で１名以上か。  

（答） 

１ユニット、２ユニットの事業所とも、夜間及び深夜の時間帯に常勤換算

１名以上を加配することとし、夜間及び深夜の時間帯を通じた配置は要しな

い。  

 

（問１１９）夜間帯における常勤換算１名以上の考え方如何。  

（答） 

夜間及び深夜の時間帯において、通常の常勤職員の勤務時間以上のサービ

スを提供することをいうものである。 

 

（問１２０）２ユニットで１名の夜勤配置に常勤換算で１名を追加配置した

場合は対象となるか。  

（答）  

当該配置は、基準省令第９０条第４項に規定する、利用者の処遇に支障が

ない場合の例外措置であり、本加算制度においては通常の配置を超えて夜勤

職員を手厚く配置していることを評価しているものであることから、ご質問

の配置では加算対象にならない。 

 

（問１２１）どのような夜勤の配置が対象になるのか、具体例を示していた

だきたい。  

（答）  

本加算制度は、基準省令第９０条第１項に規定する「当該事業所を構成す

る共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者

に夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除く。）を行わせるために必要な数以上」

の基準を満たした上で、１事業所あたり常勤換算で１名以上の追加配置をし

た場合に対象となる。よって、対象となる夜勤職員の配置事例は以下のとお

りである。 

・事例１（１ユニットの場合） 

  夜勤職員１名＋夜勤職員常勤換算１名 
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・事例２（２ユニット（ユニット毎に夜勤職員を１名配置）の場合 

  夜勤職員２名（ユニット毎１名）＋夜勤職員常勤換算１名 

・事例３（２ユニット（２ユニットに夜勤職員１名を配置）の場合） 

  夜勤職員１名（２ユニットで１名）＋夜勤職員１名（人員配置基準を満た

すための夜勤職員）＋夜勤職員常勤換算１名 

 

事例３は問１２０で回答したとおり、加算対象となるためには原則の夜勤

体制にする必要があることから、夜勤職員１名の追加配置を要するものであ

る。  

 

（問１２２）留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜

の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とある

が、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。 

（答）  

加算対象の夜勤職員の配置については、一月当たりの勤務延時間が当該事

業所の常勤換算１以上であれば足りるものである。 

 

 

○ その他 

 

（問１２３）グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如

何。 

（答）  

直接処遇職員（兼務も含む）の労働時間の合計を、常勤職員の勤務時間で

除したものが常勤換算数となる。 

例えば、職員１０名、常勤職員の勤務時間が１週４０時間のグループホー

ムにおいて、 

①管理者１名（常勤、介護職員兼務）、 

②サービス計画作成担当者１名（常勤、介護職員兼務） 

③介護職員４名（常勤） 

④介護職員３名（非常勤、週３日、１日４時間…週１２時間） 

⑤事務職員１名（兼務無し） 

と配置されている場合は、 

（（①＋②＋③）×40 時間＋④×12 時間）÷40 時間＝6.9（常勤換算人数）と

なる。 

なお、この場合事務職員は算定されない。 

上記を参考に、各事業所における常勤職員の勤務時間等を考慮して算定さ

れたい。 

 




